
第9回 臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班

議事次第

日時 :平成 22年 5月 26日 (水 )

10:00～ 12:00
場所 :厚生労働省省議室   .

1.開 会

2.議 事

(1)臓器提供意思表示カー ドの記載不備事例の取扱いについて

(2)その他

3.閉 会

<配布資料>
資料    臓器提供に関する意思表示について

<配布資料>
参考資料 1 臓器提供意思表示カー ドの記載不備事例の取扱いについて

(平成 16年 12月 24日付け健臓発第 1224001号厚生労働省健康局疾病対

策課臓器移植対策室長通矢口)

参考資料 2 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律による脳死判

定・臓器摘出の要件変更について

参考資料 3 臓器提供意思表示カー ドの様式見直 しについて

参考資料4 国会審議の状況について



臓 器 提供 に関す る意 思 の表 示 に つ いて

1.臓器摘出及び脳死判定を行う要件の変更について

現行の「臓器の移植に関する法律」(平成 9年法律第 104号。以下「法」とい う。)

においては、臓器摘出及び脳死判定を行 う場合、提供者の書面による承諾を要件 と

している。

今般、「臓器の移植に関する法律のT部を改正する法律」(平成 21年法律第 83号。

以下 「改正法」とい う。)の成立により、平成 22年 7月 17日 から、本人の臓器提

供に関する意思が不明であつた場合に、家族 (遺族)の書面による承諾により臓器

摘出及び脳死判定を行 うことが可能 となる。

2.臓器提供意思表示カー ドについて

臓器提供に関する意思を表示する書面については、本人が独 自に作成することは

可能であるが、実際にはそれを法の求めるところに適 うものとして作成することは

困難なことから、厚生労働省及び (社)日 本臓器移植ネ シ トワークにより、臓器提

供意思表示カー ド (以下 「カー ド」 とい う。)等が頒布 されているものである。

しかし、カー ドを用いた意思表示であっても、これまで記載不備事例が少なから

ず存在 しているところである。

3.記載不備事例の解釈に係る検討の視点

記載不備のカー ドの取扱いについて、従来は、臓器提供の意思が有効に表示 され

ていないと判断された場合には、臓器摘出を行わないとの取扱いで問題なかった。

しかし、改正法の施行後においては、臓器提供の意思が有効に表示 されていない

と判断された場合に、それを臓器提供に関する意思が不明であると解釈するか、臓

器提供を拒否する意思があったと解釈するかによって、その後の取扱いが変わるこ

ととなる。

そこで、現カー ドでの記載不備事例を参考に、新カー ドでの記載不備事例を別紙

のとお り想定 し、

①臓器提供の意思が有効に表示されていると取 り扱 うか

②臓器提供に関する意思が不明なものと取 り扱 うか

③臓器提供を拒否する意思が表示 されていると取 り扱 うか

一定の考え方を整理 しておくこととしたい。

また、親族へ臓器を優先的に提供する意思についても、記載不備事例の取扱いに

ついて、併せ
~て

、一定の考え方を整理 しておくこととしたい。



4.基本的な考え方 (案 )

① 臓器移植法における基本理念である「本人意思の尊重」の観′点から、記載

不備事例であつても、書面に残された記載を基に本人意思をできる限り付度

することとし、やむを得ない場合に、意思不明とすること。

② 改正法に係る国会審議の過程においても、提案者から、本人が拒否の意思

を持っている場合には、それが最大限尊重される旨の答弁があつたように、

記載不備事例であつても書面に残された記載から、拒否の意思が推定される

場合には、これを尊重すること。

③ 提供したくない臓器の選択については、法律上求められている「臓器を提

供する意思表示」の内容を補完するものと考えられることから、記載不備事

例については、不明なものとして家族の判断に委ねること。

④ 本作業班では記載不備事例について、書面上の記載からその解釈について

検討するが、本人の意思を正確に確認するためにも、実際の事例においては、
コーディネー トの中での家族の陳述も踏まえること。

5.具体的事例について

別紙参照。



臓 器 の移 植 に関す る法律 (平成 9年法律 第 104号 )(抄 )

(基本的理念)

第二条 死亡した者が生存中に有 していた自己の臓器の移植術に使用されるための

提供に関する意思は、尊重されなければならない。

2-4  (田各)

(臓器の摘出)

第六条 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるため

の臓器を、死体 (脳死 した者の身体を含む。以下同じ。)か ら摘出することができ

ると

一 死亡した者が生存中に当該臓器 を移植術に使用されるために提供する意思を

書面により表示 している場合であつて、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の

摘出を拒まない とき又は遺族がないとき。

二 死亡した者が生存中に当該臓器 を移植術に使用されるために提供する意思を

書面により表示 している場合及び当該意思がないことを表示 している場合以外

の場合であつて、遺族が当該臓器 の摘出について書面により承諾 しているとき。

2 (略 )

3 臓器の摘出に係 る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限 り、行

うことができる。

一 当該者が第一項第一号に規定す る意思を書面により表示 している場合であり、

かつ、当該者が前項の判定に従 う意思がないことを表示 している場合以外の場合

であつて、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家

族がないとき。

二 当該者が第一項第一号に規定す る意思を書面により表示 している場合及び当

該意思がないことを表示 している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の

判定に従 う意思がないことを表示 している場合以外の場合であつて、その者の家

族が当該判定を行 うことを書面により承諾 しているとき。

4～ 6.(略 )

(親族への優先提供の意思表示)

第六条の二 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面に

より表示 している者又は表示 しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に

対 し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。



【設例1】 1と 2の両方に○が付けられていた場合

≪ 1.2.3.いずれかの番号を0で囲んでください。≫
は、                    移植の為に
器を提供します。

0は 、心臓が停止した売後に限り、移植の為に臓器を提倦します。

3.私は、臓器を提供しません。

≪1又は2を選んだ方で 提ヾ供したくない臓器があれば、Xをつけてください≫

【心臓 口肺・肝臓・腎臓・膵臓 口小腸 自眼球 】

〔特記欄 :

署 名 年 月 日 :
本人署名 (自筆):

家族署名 (自筆):

2010」軍   7月    17日
花 子

太 郎 辮
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法に基づくI歯死判定に従う意思と脳死判定を拒否する意思が同時に表示されている場合に、
どのように考えるか。

(考えられる案 )

脳死判定 臓器提供 考え方 適用条項

案 1 承諾 (※ ) 承諾
選択肢2の「限り」を見落とし、両方に○を付け
たものと判断

第1項第1号

第3項第1号

案 2 拒否 承諾

記載の経緯は不明だが、2に○を付けている
以上、脳死判定について拒否の意思があつた
可能性を否定しきれない

第 1項第 1号

案3 不明 (※ ) 承諾
書面からは本人意思が不明であり、脳死判定
を拒否する意思があるとは確定できない

第1項第1号

第3項第1号

1(※ )臓器移植法上は、「脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合」に該当



【設例2】 1と 3の両方に○が付けられていた場合

嗽     壼暑譜お象
2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供しまず。

cは 、臓器を提摯しません。

《1又は2を選んだ方で(提供したくない臓器があれば、Xをつけてください≫
‐  【心臓 :肺・肝臓 口腎臓 口膵臓・小腸・眼球 】
〔特記欄 :

署 名 年 月 日 :
本人署名 (自 筆):

家族署名 (自 筆):

2010年 7月    17日
移 植 花 子

移 植 太 郎
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:(論点) |

:  臓器を提供する意思と臓器提供を拒否する意思が同時に表示されている場合に、どのように

: 考えるか。

(考えられる案 )

脳死判定 臓器提供 考え方 適用条項

案 1 拒否 拒否

記載の経緯は不明だが、3に○を付けている
以上、臓器提供について拒否の意思があった
可能性を否定しきれない

案 2 不明 (※ ) 不 明

書面からは本人意思が不明であり、脳死判定
又は臓器提供を拒否する意思があるとは確定
できない

第1項第2号

第3項第2号

(※ )臓器移植法上は、「脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合」に該当



【設例3】 1から3には○が付けられておらず、一部の臓器にXが付いている場合

≪ 1.2.3.いずれかの番号をOで囲んでください。≫

1.私 は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に

臓器を提供します。

2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3.私は、臓器を提供しません。
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本人署名 (自 筆 ):

家族署名 (自 筆 ):
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輪劇
     揚艦剪 霜諄R脚群 |

:  提供したくない臓器に Xが付けられていること

1稚獣製 瑠 重藍
｀`る(    |

:(考えられる案

'                                     :
|
口                                                                  |

:___デ ___一
― =一 一 一 一 ¬ 一 ― 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ― 一 T一 ― 一 一

~¬ ロ! f lqr.rTEr!,r.= lo*"+=r+ l +=+ l :*FH*.--r li
|

1図死判定 臓器提供 考え方 適用条項

案 1 承諾 (※ ) 承諾
説明を踏まえ、提供したくない臓器に印をつけ
ている

第1項第1号

第3項第1号

案 2 不明 (※ ) 承諾
少なくとも、脳死判定を拒否する意思は表示さ
れていない

第1項第1号

第3項第1号

:|   1旧 夕L千り疋 1臓 希 提 供 1        石 え 力         1 適 用 末 嗅  |:

(※ )臓器移植法上は、「脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合」に該当



【設例4】 1から3には○が付けられておらず、一部の臓器に○が付いている場合

≪ 1.2.3.いずれかの番号を0で囲んでください。≫
1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
臓器を提供します。

2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3.私は、臓器を提供しません。

〔轟記結: び麟ダ鶴{6にく
T:

署 名 年 月 日 : 2010年 17日

本人署名 (自 筆):  移植 花 子

家族署名 (自 筆):  移植 太 郎
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~幅
器を選択していることから、臓器を提供する意思はあつたものと考えられ、また、脳死判定に :

従う意思については、【設例3】 と同様に考えられるが、各臓器の取扱いについてどう考えるか。  :
えられる案 )

提供する臓器 考え方

(案 1) ○を付けていない臓器 説明を取り違え、提供したくない臓器に印をつけた

(案2) ○を付けた臓器 説明を踏まえ、提供したい臓器を明確にするため、印をつけた

(案3)
家族の判断により提供
する臓器を決める

提供したくない臓器に印を付けたのか、提供したい臓器に印
を付けたのか、書面からは本人意思が確定できない
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【設例5】 1から3には○が付けられておらず、特記欄に「全部」又は「すべて」等の

記載があうた場合

≪ 1.2.3.いずれかの番号を0で囲んでください。≫

1.私 は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に

臓器を提供します。

2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3.私は、臓器を提供しません。

≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、Xをつけてください≫

【心臓・肺 口肝臓 “腎臓・膵臓・小腸 口眼球 】

〔特記欄:  すべて                    〕

署 名 年 月 日 : 2010年   7月   17日

辮本人署名 (自筆):  移植   花子

家族署名 (自 筆):  移植   太郎

|

(論点)                                      |
特記欄に記載されている「すべて」について、どのように解釈するか。            |
臓器を提供する意思は表示されていると考えた場合(参考資料1参照)、 脳死判定に従う意思 :

について、どのように考えるか。

(考えられる案)

脳死判定 臓器提供 考え方 適用条項

案 1 承諾 (※ ) 承諾

特記欄に「すべて」と記載されており、臓器の提

供意思はあると考えられる。また、心臓などの

提供意思もあることから、脳死判定に従う意思
力`あるとみなされる

第1項第1号

第3項第1号

案2 不明 (※ ) 承諾

特記欄に「すべて1と記載されており、臓器の提

供意思はあると考えられる。また、少なくとも、
脳死判定を拒否する意思は表示されていない

第1項第1号

第3項第1号

案 3 不明 (※ ) 不 明
「すべて」の意味するところが明らかでなく、本
人意思が確定できない。

第1項第2号

第3項第2号

:(※ )臓器移植法上は、「脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合」1疇亥当



【設例6】 1から3には○が付けられておらず、特記欄に「親族優先」とだけ記載されて
いた場合

≪ 1.2.3.いずれかの番号を○で囲んでください。≫
1.私 は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
臓器を提供します。

2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3.私は、臓器を提供しません。

≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、ドをつけてください≫
【心臓・肺 口肝臓 口腎臓 "膵臓・小腸 口眼球 】

〔特記欄:  親族優先                   〕
署 名 年 月 日 : 2010年  7月   17日
本人署名 (自 筆):

家族署名 (自 筆):

移縮  花子

移植 太郎

「
羅 孫 理 ろ
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腱

|

:  1又は2に○が付いていない場合であつて、特記欄に「親族優先」と記載されている場合に、

: どう考えるか。

:(考えられる案 )

親族優先 臓器提供 考え方

(案 1) 有効 承 諾 特記欄に記載すべき内容についての説明を踏まえたも
のであり、基礎となる提供意思はあるとみなされる

(案2) 無効 不 明 書面から基礎となる提供意思が確定できない

ロローロロローーローロロ饉―由ロローロ‐ロロローロ菫ローーーーロー‐コローロロ
“―――ローロー‐ローローー日自由―――ロロー」



⑤
参考資料 1

健臓発第 1224001号・

平成 16年 12月 24日

(社)日 本臓器移植ネットワーク理事長 殿

臓器提供意思表示カードの記載不備事例の取扱いについて

厚生労働行政の推進にPきましては、日頃より雅I指導 1笹l協力賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

臓器提供意思表示力Tド (以下「カード」という。)の記載不4蒲事例の取扱いについて、

臓器提供意思表示カードに関する作業班 (以下「作業班」という。)において検討がなされ、

厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会 (以下「委員会Jという。)において、作業班

からの報告が了承されましたj

委員会における了77Kを 踏まえ、今般、記載不備のあるカードの取扱いについては、「臓器

の移植に関する法律J(平成9年法律第 104号)の趣旨に基づき、別添「臓器提供意思表示

カードの記載不備事例の取扱いについてJのとおりとしますので、貴職におかれては、手

続きに造漏のないよう、よろしくお取り計うい願います。



(別添 )

In~器提供意思表示カー ドの記載不備事例の取扱いについて

は じめに

平成 9年 10月 16日 の「臓器の移植 に関す る法律」(平成 9年法律第 10

4号。以下「臓 器移植法」という。)施行以降平成 16・ 年 6月 末まで に、(社 )

日本臓器移植 ネ ッ トワー クに臓器提供意思表示カァ ド (以 下 「カー ド」 とい

う。)を 所持 して いたと情報提供 された 820件 のうち、記載内容に不備が あ

った事 rlIは lo5件 (12.8%)と なって いる。

これまで、 カ ニ ドの記載内容 に不備が あった事例 は、臓器を提供する意思

又 は脳死判定 に従 う意思表示が明確でない等の理 由か ら、法律 の要件を満た

して いないもの として取 り扱つてきている。そのため、確かにカー ドを携帯

してお り、本 人が生前に臓器を提供 したいという意思を持っていた と家族等

が証言 している にもかかわ らず 、カー ドの記載事項 の一部に不備が あること

によ り、本人 の書面 による意思表示 とは認 め られなかった事例 も存在す る。

こうした こと
・
か ら、今般、臓器移植法 の趣 旨等 を踏 まえ、これまでの記載

不備事例 の取扱 いを見直す こ.と とした。

臓器移植法の解釈とその運用

・ 臓器移植法においては、基本的理念として、臓器提供に関する意思は尊

重されなければならず、臓器の提供は任意にされたものでなければならな

いと規定しており(同 法第 2条第 1項及び第 2項 )、 臓器の摘出については、

本人が生存中に1蔵 器を提供する意思及びlχ 死判定に従う意思を書面により

表示していることを要件としている (同 法第 6条第 1項及び第 3項 )。

。 これらの意思を表示する書面については、本人が独自に作成することは

可能であるが、実際にはそれを法の求めるところに適うものとして作成す

ることは困難なことから、厚生労働省及び (社 )日 本臓器移植ネットヮー



ク に よ り、カニ ド (又 は臓器 提供意 思表示 シー ル )が作成 され、頒布 され

て い る 。

o この 「書 面」 とは、法 的には、本 人 の 「臓器 を提供す る意思 Jの 有 無だ

けではなく、「脳死判定に従う意思」のそれも確認できるものでなければ

レならず、また、本人の署名が存在しなければな らないもさらに、実務上、

提供 したい臓器の種類及び署名年月日の記載も必要とされている。

(月 l」 糸氏.1参 月ヽa)

新 しい取扱 いについて

現行 のカー ド様式に係 るカー ドの記載不備事例 の これ までの取扱 いを見直

し、臓器 移植法 の趣 旨等 に基づき、カー ドの記載事 項の一部に不備があって

も、当該 カー ドのその他 の記載 内容等か ら、本人の署名があり、かつ、本人

の「臓器 を提供す る意思 J及び 「脳死判定 に従 う意思Jが確認できるものに

っ いて は 、法の求 めて いる書面による意思表示が存在す るもの として取 り扱

うこととす る。また、本人の意思 を正確 に確認す るため、カー ドの記載 とあ

わせて 、 家族 の陳述な ど他 の資料 も考慮す る。

具体的な取扱いについては、次のとおりである。

(1)カ ードの番号の記載に不備がある事停1

① カー ドの番号 1に Oがなく、提供したい臓器が○で囲まれている場
ヽ

合 については、提供 したい臓器 を○で囲んでいる こと等か ら、脳死判

定 に従 い、脳死後 に臓器 を提供す るという前提のもとで、提供したい

臓 器が明確 に示 されていると考 え られ ることか ら、脳死判定に従 う意

思 及 び臓器提供を行 う意思 は表示 されている と判断する。

(別 紙2(1)① )

3



② カー ドの番号 1に Oがなく、提供したい臓器もOで 囲まれていない

が、番号 1の 「その他」の括弧内に「全部」又は「全臓器提供」と記

載されている場合については、番号 1に○はなく、提供したい臓器も

○で囲まれていないが、番号 1の 「その他」の括弧内に「全部」又は

「全臓器提供」と記載されていること等から、脳死判定に従う意思及

び臓器提供を行う意思は表示されていると判断する。

(別 紙 2(1)② )    ‐

③ カー ドの番号 1に Oがあり、提供したい臓器が○で囲まれている場

合であって、カー ドの番号 3に ○ と×の両方を記載していた場合につ

いては、番号 1に Oが あり、提供したい臓器が明確に表示されている

こと等か ら、番号 3に ○と×の両方が記載されていることについては、

「番号 3に○を付けたものの間違いに気づき×を付けた」と考えるこ

とが社会通念に照らして適当であり、脳死判定に従う意思及び臓器を

提供する意思が表示されていると判断する。

(別 紙 2(1)③ )

(2)提供したい臓器の記載に不備がある事例

①  カー ドの番号 1にOが あり、提供したい臓器が○で囲まれていない

場合については、脳死半J定 に従う意思及び臓器を提供する意思は明確

に表示 されており、提供したい臓器の種類は、番号 1に ○を付けてい

ること等から、当該欄に記載されている臓器 (心臓、肺、肝臓、腎臓、

膵l蔵 、小腸、眼球)と 判断する。

(=ll静氏2 (2)(⊃ )



(3)本 人署名の記載に不備がある事例

①  本人署名がない場合については、臓器移植法で要求する書面とは認

め られないことから、従来通 り、有効ではないものとする。

(男 l」 剤氏2 (3) (⊃ )        、

②  カー ドの本人署名 と家族署 名の記載欄 を書 き間違え、逆に記載 した

場合 については、一律に書面 の有効性が確認できない と判断せず、署

名 した家族 を含 め他者 の証言 によ り本 人の意 思表示で あることが 明

らか な場合 には、本人の署名 があるもの とし、書面 の有効性が確認で

きる ものとして取 り扱 う。

.(】J剤氏2 (3)② )

(4)署名年月日の記載に不備がある事例            r

①  署名年月日に不備がある場合及び署名年月日の記載がない場合に

ついては、カー ドの発行 日以降にカー ドの記載が行われたことは自

明で あるので、一律に無効 とするのではなく、カー ドの発行日以降

に記載されたものとして取 り扱う。また、本人が、法律施行日前の

日付が記載.さ れたカー ドを法律施行 日以降も所持していることから、

法律施行 日以降も当該カー ドの記載内容の意思を有していたとして

取 り扱う。

(Bll紙 2(4)① )

5.



○ 臓 器 の 移 植 に 関す る法 律 (平 成 9年法 律 第 109号 )(抄 )

(基本 的理念 )。

第 2条  死亡 した者が生存中に有 していた 自己の臓器の移植術 に使用 され

るための提供に関する意思 は、尊重されなければな らない。

2 移植術 に使用されるための臓器 の提供は、任意 にされた ものでなけれ

ばな らな い。

(第 3項 及 び第 4項  略 )

(臓 器 の摘 出 )

第 6条  医師 は(死亡 した者が生存 中に臓器を移植術に使用されるために

受けた遺族 が当.該 臓器 の摘 出を拒 まない とき又は遺族がない ときは、 こ

の法律 に基 づき、移植術に使用されるための臓器 を、死体 (脳死 した者

の身体 を含 む。以下同 じ。)か ら摘 出することができる。

(第 2項  略)

3 1Fiki器 の摘 出に係る前項の判定は、当該者が第 1項 に規定す る意思の表

示に併せて前項による判定 に従 う意思 を書面によ り表示 して いる場合で

あって、そ の旨の告知 を受 けたそ の者の家族が当玄半J定 を拒 まないとき

又は家族がない とき_に 限・り、行 う ことができる。

(第 4～ 6項  略 )



(1)カードの番号の記彰に不備がある事例

① カー・ドの番号 1に○がなく、提供したい臓器が○で国まれている場合

ご
く該
真晨3ユし子鷹LE言言昌2喜軍1ます

で

碁 磯彗奨
鰤塑堕上L塵墜螢移

        譲象ξぉ

腎臓 ・籐臓 ‐眼球 。そ の他 (        )
3私 は、腱器を日共しません。

署名年 月日 :

本人署名 (自籠 ):

家族署名 (自饉 ):

何能であ制J=□の憲患宮示カー躊 うでしらことを知つていらホ餞減そのことの薔EOaに=`… 〕ヽ

② カードの番号 1に○がなく、提供したい臓器もOで囲まれていないが、番号 1の「その他」の括

弧内に『全部J又は『全臓器提供」と記載されている場合

√
く該重晨こ二ま鶴よ彗E8唇菖:喜早1ますで  .
1       鶴 冒麟

・

2.i喫轟藉菫襲盤理ユ丞理菫L移172製野1誕驚翼轟諏爾誓』麟

家族署名 (自鎮 ):

何熊てみnに このユ9表示カードをもっていること わ ttlる,国民そのこ観 nに ■●し

“

い.〕  ' 何讚 あ0臥こ

…

手カー隔 ,・いることを■,■略
=賦

餞0-翻 凛 3しい 〕ヽ

③ カードの番号 1に○があり、提供したい臓器が○で日まれている場合であつて、カードの番号3

に〇と×の両方を記載していた場合

ａ
　
縣
駅

何薇て3●晩 このユニユ示カードをもってしもこと々 渕ってい

“

崚が.そのことりにDo3に電8して下乱 〕ヽ

(2)提供したい臓器の記載に不備がある事例

① カードの番号1にOがあり、提供したい臓器が○で囲まれていない場合

√
く該
庭晨3とし亀」襲f言暑菖:喜早1ま声

で  °

①      霧躍翼理震麟
心臓‐肺 ‐肝臓・腎臓・膵臓・小腸・0艮球 。その他(  )

21聖呻皿堕醒警鍵流離鰹酬
腎臓 ‐膵臓 ‐限球・その他 (        )

3_私は、臓器を提供しません。

√
く該
還晨3ユ t「品鷲磐言暑菖?喜軍1奮声

で

:    屁
腎臓 ヽ膵 臓 ・ 眼球 ・その他 (

3私 1ま 臓ヽ器を提供しません。

署名年 月 日 :

本燿 名 (自筆 ):

家族署名 (自額 ):

3.私:よ 臓器を提供しません。

=l鋤
:〃続器彙

)     腎 庭 .膵 臓 ・ 眼球 。その 他 (

`く
該当 す る 1.23の 番 号 を 〇 で Elん だ上 で

革  提供したい臓器を〇で□んて下さい》

①諭
樹 直の為に〇で口んだ臓器

8は提供しません)

そ の他 (  )
樹

踏

腎 臓 ・ 膵 臓 ・ 限 球 。そ の 他 (        )
私は、臓器犠 供しません。

署名年月日 :

本人署名 (自鋒):

家族署名 (自 贅):

署名年月日 :

本人署名 (自壺 ):

家族署名 (自輩):

その他(  )

饉 あ 0は こ

…

まヵ―ド
・

もつこ椰ことを知ってい酬
摯

.tOこと幌 助 冽こ酪 して礎 to



(3)本人署名の記載に不備がある事例

① 本人署名がない場合

(該 当す る 12.言 .の 番 号 を〇 で囲ん だ上 で

提 供 した い臓 器 を〇 て 日 ん で 下 さ い》

せん)

る・1.2.3.の 番 号 を 〇 て□ ん だ上 で

した い臓器 を〇 で 回 ん で 下 さい )

移1画の為にOで回んだ臓器

その他 (  )

2醜曇霧班製整上堕璽堕盤移112型悪過鷹聖醤類意蓄若
腎 臓 ‐膵 臓 ・ 限 球 。そ の 他 (        )

3.私は、臓器を提供しません。

署名年月 日 :

本人署名 (日軍 ):

難 署名 (自肇 ):

口籠であ0は この二9,示力～陸 もつてしヽ ことを知つていう家館ぬヽ わ ことのFDのaに■3し

“

、)

(4)署名年月日の記載に不備がある事例

① 署名年月日に不備がある場合及び署名年月日の記載がない場合

る1.2_3_の 番号 を〇で囲 んだ上で

した い臓 器 を〇 て日んで下 さしヽ》

√

ｏ

2    移
踏

ヽ 腎 臓 ・ 膵 臓 ・ 眼 球 。そ の 他 (        )
3私 は、臓器を提供しません。

署名年月日:・  2のチ年  ノ 月  ′
本人署名 (自筆):

家族署名 (自奎):

¨     【この■ER示カー睦もつていることこ団,ている繊 モ0ことのFOのち熙 じ織 し、)

② カードの本人署名と家族署名の記載欄を書き間違え、逆に記載した場合

」

j(該

真 漠

①鍮

移4直の為にOで日んだ臓器
しません)

その他 (  )

21督Wm圭 監 移
岬響警当翫喬逓聯轟副覆寛異曳野

腎 臓 ・膵臓 ‐限球 。その他 (        )
0私 は、臓響 しません。

工量l諄三監
=轟

己L二
家族署名 (目重):

同 lttあ れに この92壼昴カードをもつていることを知つている識 が、そのこと0コリ atヨ
`し

て下をしヽ )

√
く骸
還漢3上ざゝξttE言暑菖:喜軍倉百声

で

0碧雄醍躁野憂彎製重墨▲埋翌露≒移植の為に〇で□んだ臓器
その他 (  )

腎回・ 膵臓 ・ 眼球 。その他 (
3私は、は 提供しません。

署名年月日 :

本人署名 (自
=):

家族署名 (自筆):

t可潔 あれKこ叫 励 ―Ⅲ ●
・

ていることを渕,てしl●軍
=工

れ ことの慄

“

o為にこ名して下さしヽ)

一，
供

当

提

該ノ
↓

Ｏ

る
′1 2.3

した い 臓 器

の番 号 を 〇 で □ ん だ 上 で

を〇 で 回 ん で 下 さ い 》

私 は 、 移4直の為にOで国んだ臓器
提供しません)

その他 (  )

2              移植の
臨

臓器を提供

腎 臓 ・膵 臓 ‐
B艮 球 ‐そ の 他 (        )

3私 は、臓器を提供しません。

署名年 月

『
本人署名 (自距 ):

家族署 名 (自筆 ):

その他 (  )

移マ軸 賃贋醐

¨ ムこの,2=〒カードをもつてしることを知っている寮tt餞 詢 こと
―

るに趙もして下さしヽ〕



臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律 (平成21年法律第83号 )

による脳死半」定・臓器摘出の要件変更について

○本人が、臓器を提供する意思を

書面により表示

※脳死判定 口臓器摘出ともに、家族が拒否しないこと又は家族がいないことが必要。

○本人が、臓器を提供する意思を

書面により表示

(法第6条第1項第1号 )

○本人が、1歯死判定に従う意思を

書面により表示

※ 1 本人が臓器を提供する意思を表示している場合には、脳死判定・臓器摘出ともに、家族が拒否しない

こと又は家族がいないことが必要。

※2 本人の臓器提供に関する意思が不明な場合には、脳死判定・臓器摘出ともに家族の書面による承諾が

必要。



参考資料 3

臓器提供意思表示カードの様式見直し

【様式見直しのポイント】

①改正法の趣旨を踏まえ、「臓器提供の意思表示を行う欄」を見直し、1から3のいずれかにOをつける形とする。

②「提供臓器の意思表示を行う欄」について、「提供したくない臓器にX」をつける形とする。

(分かりやすさの観点から、提供したくない臓器の欄を別途設け、提供意思に関する欄と分ける)

③「特記欄」を設け、親族優先提供の意思や組織(皮膚、心臓弁、血管、骨など)提供の意思を自筆で記入できる

ようにする。(バンフレットに、脳死後に提供可能な臓器口心停止後に提供可能な臓器を明記する)

④臓器移植に関する情報に容易にアクセスできるようにするため、カードをバンフレツトとあわせて配布すること

とするとともに、カード本体には問い合わせ先を記載する。

現行意思表示カード

1141、

二ヵ神ili鷺し二・、
「「

‐
II

新カード

臓器移樹こ関するI慧「瞥材曹二注)苫禁極恣ニットぅ_ク曇露湯
フリーダイヤル 0120-78-10o9http:〃 www.lotnw・ Or.ip

「
骸
散 Lfkgざ詰8ぷよち

上で
1 私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為にOで囲んだ臓器

を提供します。     (Xを つけた臓器は提供しません)

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・4ヽ腸・眼球・その他(    )
2私 は、心臓が停止した死後 移ヽ植の為にOで囲んだ臓器を提供

します。        (Xを つけた臓器は提供しません)

腎臓・膵臓・眼球・その他 (

3私 は、臓器を提供しません。

署名年月日 :

本人署名 (自 筆):
家族署名 (自 筆):

年   月   日

)

鶉
(可能であれば、この意思表示カードをもつていることを知つている家族が、そのことの確認のために署名して下さい。)

《1.23い ずれかの番号を0で囲んでください。》

1 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも

移植の為に臓器を提供します。

2私 は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を

提供します。

3.私は、臓器を提供しません。

《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、Xをつけ

てください。》  【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・′Iヽ 腸・眼球】

〔特記欄 :

署名年月日 :

本人署名 (自 筆)

家族署名 (自 筆 )



参考資料 4

国会審議の状況について

<平成 21年 5月 27日 衆議院厚生労働委員会>

○萩原議員

今回の法律の改正ができた段階で、家族の範囲とか意思の表示の

仕方、程度の問題について議論がさらに進んでいくというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、その意思の問題なんですが、拒否意思について法律上明確

にしないのは何なんでしょうか:拒否の意思が明示されているとき

にはだめなんだとい うことを書かないのはなぜか、この点について

お考えがあればお教えいただきたい。

○河野 (太)議員

御本人が拒否の意思を持っていらつしゃる場合にはそれが最大

限尊重されます。御本人が脳死を人の死だとお考えになっていない

場合、あるいは脳死下での臓器提供を拒否されている場合にはこれ

が最大限尊重されますので、そうした意思がある場合に、法的脳死

判定が行われたり、あるいは臓器の提供がなされるということはご

ざいません。




